
順
位

進
捗
状
況

評
価

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①より多くの方に閲
覧していただくた
め、さらなる効果的
な発信が必要で
す。

②国や都の動向を
踏まえながら、第3
次町田市環境マス
タープランの推進を
行っていく必要があ
ります。

2

個
別
計
画

第2次町田市
一般廃棄物資
源化基本計画
アクションプラ
ンの進捗管理

①廃棄物関連課と協働で第2次町田市一般廃棄物
資源化基本計画アクションプランを推進するため、
年度事業計画の進捗状況を管理します。

②総ごみ量の削減・資源化に向け、ごみ量の推移
や組成調査のデータ分析を行います。
また、プラスチックの分別回収の開始等、諸課題の
解決に向けた調査・研究を行います。

①年度事業計画の進捗
管理の実施

②調査・情報収集、研究
の実施

①実施

②実施
○

①年度事業計画の進捗管理を実
施しました。廃棄物減量等推進審
議会を3回（4/21、5/25、7/28）開催
し、2022年度事業計画の進捗評価
を行うとともに、2023年度事業計画
の取組内容を報告し、助言をいた
だきました。

②2022年度のごみ量の推移をとり
まとめ、上記審議会にて報告しまし
た。燃やせるごみ、燃やせないごみ
の1回目の組成調査を実施しました
（9/21～9/29）。
また、近隣27自治体を対象に、プラ
スチック分別回収の実施状況や再
商品化についての調査を行いまし
た。

①2023年度事業計画の
進捗管理のため、中間
確認及び年度末確認を
実施します。

②増加傾向にあるごみ
種などの資源化に向け
た調査研究を行います。
2回目の組成調査を実施
し、データ分析を行いま
す（2月）。
また、ごみ処理に係る経
費の他自治体比較を行
います。

①
・年度事業計画の進捗管理を実施しました。
廃棄物減量等推進審議会を4回（4/21、
5/25、7/28、2/5）開催し、2022年度事業計画
の進捗評価を行うとともに、2023年度事業計
画の取組内容を報告し、助言をいただきまし
た。
・2023年度事業計画の中間確認及び年度末
確認を実施しました。各施策の進捗状況や取
組内容の確認を行い、確認の結果を以降の
取り組みに反映しました。

②
・燃やせるごみ、燃やせないごみの組成調査
を2回（9月、2月）実施しました。
・環境省が実施した廃棄物実態調査の結果を
もとに、多摩26市の廃棄物収集・中間処理等
の経費比較を行いました。
・近隣27自治体を対象に、プラスチック分別回
収の実施状況や再商品化についての調査を
行いました。調査や他自治体との調整、事業
者へのヒアリング結果を踏まえ部内で検討を
行い、2026年度以降の容器包装プラスチック
の暫定的な処理方針を決定しました。

①実施

②実施
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・総ごみ量（資源を
含む）の削減に向
け、各取組を確実
に推進する必要が
あります。
・2026年度に開始
する容器包装プラ
スチック分別回収に
向けた準備を進め
る必要があります。
・製品プラスチック
の分別回収に向け
た情報収集を行う
必要があります。
・社会情勢の変化
を踏まえた施策を
推進する必要があ
ります。

1

個
別
計
画

第3次町田市
環境マスター
プランの推進

①町田市の環境に関する取り組みの普及・啓発の
ため、エコキャラクターハスのんのインスタグラム・
X(旧ツイッター）を活用し、画像等でより多くの方に
環境情報を発信します。

②第3次町田市環境マスタープランの推進のため、
庁内の環境管理委員会での進捗点検を行います。
また、環境審議会への進捗報告を行い、その結果
を環境白書で公表します。

①インスタグラム・X(旧ツ
イッター）の合計投稿回
数

②環境管理委員会にお
ける進捗点検及び審議
会への進捗報告の実施

計画
類型

①毎月の投稿に加え、6月には環
境月間の取組みとして56件の投稿
を行い、上半期の投稿回数は計
138回になりました。
フォロワー数は、120人増加し、合
計で1395人となりました。
インスタグラムの「いいね」数は1662
件となり、前年度同時期に比べて
45件の増加となりました。

②環境管理委員会では、前年度の
進捗点検のほか、第3次町田市環
境マスタープランの推進に向けて、
国や都の補助制度など、活用でき
る情報を共有しました（7/12）。
第85回環境審議会では、第3次町
田市環境マスタープランの2022年
度の結果報告に対するご意見をい
ただきました。（8/1）。

①インスタグラム及び
X(旧ツイッター）で、継続
的かつタイムリーな情報
の発信を行います。

②環境管理委員会で、
審議会の審議結果を報
告します（10,1月開催予
定）。
また、環境審議会を開催
します（11,2月開催予
定）。

①生きもの、地球温暖化対策、ごみの分別や
イベント等、環境に関する投稿を行い、投稿
回数はインスタグラム110回、及びX(旧ツイッ
ター）115回、合計225回行いました。毎月の
投稿に加え、6月には環境月間の取組みとし
て56件の投稿を行うことで、当初の目標を大
幅に上回りました。
フォロワー数は、174人増加し、合計で1,449
人となりました。

②第38回環境管理委員会（7/12）、第39回環
境管理委員会（10/16～20）、第85回環境審
議会（8/1）第86回環境審議会（11/24～12/5）
を開催し、前年度の進捗報告・点検を実施し
ました。
また、各会議での審議結果等をふまえ、電子
版での公開を基本としページレイアウトを縦か
ら横に変更するとともに「活動報告」、「データ
集」の2冊構成であったものから1冊に統合す
るなどの見直しを行い、環境白書を発行しまし
た（12/28）。
さらに、第40回環境管理委員会（1/26）を開催
し、ゼロカーボンシティまちだに向けた取組を
報告しました。

①225回

②実施

①96回以上

②実施
◎

部課名 環境資源部環境政策課

課の使命
・「みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな　まちだ」を実現するため、市民・事業者・町田市それぞれの環境に関する取り組みを推進します。
・部内各課が円滑に業務を遂行できるよう、環境資源部のまとめ役として、様々な情報を共有し、各課の調整を行います。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

B

B:実績値
は目標
値通りで
すが、食
品ロス削
減推進
計画に
位置付け
た施策を
前倒して
行うこと
ができた
ためで
す。

引き続き、計画に位
置付けた施策の推
進に向けて庁内関
連部署や民間事業
者との連携が必要
です。

①計画（案）について廃棄物減量
等推進審議会での議論を経て、8
月に町田市食品ロス削減推進計画
を策定しました。

②庁内関連部署と連携して、食品
ロス削減のパネル展示を行いまし
た。また、味の素株式会社と協働
で、食品ロス削減啓発冊子（kawaii
レシピ）を作成し、市内の一部の
スーパーや市内公共施設、イベン
トで配布しました。

引き続き、計画に位置付
けた施策について、庁内
関連部署や民間事業者
と連携し、取組を実施し
ていきます。

①
・計画（案）について廃棄物減量等推進審議
会での議論を経て、8月に町田市食品ロス削
減推進計画を策定しました。

②
・庁内関連部署と連携して、食品ロス削減の
パネル展示を行いました。
・味の素株式会社と協働で、食品ロス削減啓
発冊子（kawaiiレシピ）を作成し、市内の一部
のスーパーや市内公共施設、イベントで配布
しました。
・計画における目標を2年度前倒し、12月1日
にフードシェアリングサービス「TABETE」を運
営する株式会社コークッキングと協定を締結
しました。
・計画において4か所の設置を目標としていた
フードドライブ窓口について、12月1日に新た
に公共施設2か所でフードドライブの受付を開
始し、窓口が計5か所となりました。

①策定

②実施
3

個
別
計
画

（仮称）町田市
食品ロス削減
推進計画の策
定、施策の実
施

①（仮称）町田市食品ロス削減推進計画を策定しま
す。

②計画に位置付けた施策について、庁内関連部
署や民間事業者と連携し、取組を実施していきま
す。

①計画策定

②実施

①策定

②実施
○



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

4

個
別
計
画

家庭でのごみ
減量の推進

①第2次一般廃棄物資源化基本計画で重点として
いる「生ごみ」を削減するため生ごみ処理機の利用
を促進します。

②インスタグラム、X（旧ツイッター）、YouTube、ご
み分別アプリ、ごみ情報紙ごみナクナーレ等の情
報発信ツールを利用したごみ減量の啓発を行いま
す。

③通常実施している環境学習の他に、新たに高校
生や大学生を対象とした出前講座や、動画配信等
の新たな手法を利用した環境学習を開拓し、ごみ
減量意識の啓発を行います。

④ごみの減量・資源化に向けた新たな取組みを実
施します。

①生ごみ処理機の新規
利用世帯数

②情報発信数

③新規環境学習実施数

④新規事業数

①400世帯

②212回

③3回

④2事業

◎

①新規利用者数は307世帯（ダン
ボールコンポスト講習会受講者111
名含む）です。

②情報発信数は133回（インスタグ
ラム60回、X（旧ツイッター）60回、
YouTube動画3回、ごみ分別アプリ
9回、ごみ情報紙ごみナクナーレ1
回）です。市民、事業者との協働に
よる取組や、家庭系ごみ、事業系ご
みの削減に関する取組を発信して
います。

③新規の環境学習として、6月に山
崎高校で高校生対象の環境講座
を授業として実施しました。
上半期の環境学習は合計72回（高
校1回、小学校35回、保育園・幼稚
園16回、町内会・自治会等3回、3R
公開講座17回）実施しました。

④・プラスチックの全市回収に向け
た市民の分別意識の向上と資源化
の推進を目的として、2023年4月1
日からHOYA株式会社 アイケアカ
ンパニーと協働で、公共施設での
使い捨てコンタクトレンズケースの
拠点回収を開始しました。更に、
2023年9月1日からは、株式会社パ
イロットコーポレーションと協働で、
使用済みペン等のプラスチック製
筆記具類の拠点回収を開始しまし
た。
　・7月に味の素株式会社と協働
で、食品ロス削減啓発冊子（kawaii
レシピ）を作成し、市内の一部の
スーパーや市内公共施設、イベン
トで配布しました。

①食品ロス削減月間（10
月）にイベントでのPRや
広報、SNSでの情報発信
を行い、引き続き生ごみ
処理機の利用を促進しま
す。
冬期（1月から2月）にダ
ンボールコンポスト講習
会を2回開催します。
10月に地域の自治会へ
出張して行うダンボール
コンポスト講習会を1回開
催します。

②下半期も同等のペー
スかつより効果的に啓発
できる内容で配信しま
す。

③山崎高校が11月に町
田市バイオエネルギーセ
ンター（愛称：バイエネ
君）の施設見学及び成
果発表会を実施します。
新たな取り組みとしてオ
ンライン講座※ZOOM
ウェビナーを利用した「さ
んあーるWEB講座」を企
画・実施します。

④下半期も民間事業者
や教育機関（大学等）と
協働で、新たな取り組み
を実施します。

※文言を統一しました。

①新規利用者数は446世帯（ダンボールコン
ポスト講習会受講者137名含む）です。
生ごみ処理機の新規利用世帯数について
は、環境月間、食品ロス削減月間等での広
報・啓発を行いました。
ダンボールコンポスト講習会は1、2月にも実施
することで、新たに利用者数を増やす取り組
みを実施しました。

②
・ごみ減量のヒント、分別方法やイベント告知
などの投稿を443回行いました。
市民から募集した「もったいないことしま川柳」
にごみ減量のメッセージを加えて投稿したこと
目標値を上回りました。
（インスタグラム200回、X(旧ツイッター200回、
YouTube動画配信10回、アプリインフォメー
ション26回、ごみ情報誌3回）
・新たにLINEによる情報発信も開始し、4回配
信しました。

③
・新規環境学習実施数4回
6月に山崎高校、12月に町田総合高校、3月
に成瀬高校で出前講座を実施しました。
町田市のごみの現状や３Rのための行動事例
を伝え、学生にごみについての調査や研究を
行ってもらうことで、学生自らが３Rのために実
行できることを考えてもらう機会となりました。
・新たに3月にオンライン講座「さんあーるWEB
講座」を開催しました。

④
・4月1日から、HOYA株式会社 アイケアカン
パニーと協働で、公共施設での使い捨てコン
タクトレンズケースの拠点回収を開始し、約
120kg（約120,000個）回収しました。
・7月に味の素株式会社と協働で、食品ロス削
減啓発冊子（kawaiiレシピ）を作成し、市内の
一部のスーパーや市内公共施設、イベントで
配布しました。
・9月1日から、株式会社パイロットコーポレー
ションと協働で、使用済みペン等のプラスチッ
ク製筆記具類の拠点回収を開始し、約28kg
（ペン換算約2,800本）回収しました。
・12月1日に、フードシェアリングサービス
「TABETE」を運営する株式会社コークッキン
グと協定を締結しました。
・下半期にFC町田ゼルビアと環境協定に基
づき町田市バイオエネルギーセンターで古紙
回収会を協働して行いました。
・桜美林大学と協働でごみ分別アプリの見直
し、更新を行いました。

2回 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①家庭から出る燃
やせるごみの中に
生ごみは、約40％と
まだ多くを占めてい
ます。生ごみ減量
は引き続き継続して
いく必要がありま
す。
家庭用生ごみの減
量に向けて、家庭
用生ごみ処理機、
ダンボールコンポス
トなどいろいろな方
法を検討し、普及
啓発を行っていきま
す。

②掲載回数は、予
定を上回りました
が、今後はフォロ
ワー数を増やす工
夫が必要です。
フォロワー数を伸ば
すPRとともに見てい
ただける投稿内容
を検討します。

③申込が大学から
はなく高校の3校と
少なかったので募
集方法などを検討
する必要がありま
す。
高校生がさらに関
心を持てるような内
容や大学で環境学
習を受け入れてもら
えるよう検討しま
す。をします。
オンライン講座につ
いては初の試みの
ため課題の洗い出
しを行い、実施の充
実を図ります。

④引き続き、家庭ご
みの減量につなが
る事業を行う必要が
あります。



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

5

個
別
計
画

事業系ごみの
適正排出のた
めの指導

市内事業所に対し、廃棄物の適正処理や3R推進
に関する実態把握や理解を深めてもらうため立入
検査を行い、指導啓発していきます。
また、他事業所の良い取組み事例等を共有し、自
社の取組みに活かせるよう周知していきます。

3,000㎡以上の大規模事
業所への立入検査件数

60件 ○

大規模事業所への立入検査を25
件行いました。

・大規模事業所以外の事業所につ
いては、不適正な排出があった場
合や清掃工場に搬入された廃棄物
の内容物検査の結果を受け、随
時、適正排出に関する指導を行い
ました。（訪問指導7件・電話指導85
件）

・不用品回収業者への指導を行い
ました。（2件）

・まちだ３R賞受賞事業所の優れた
取り組みを4月1日発行の「ecoまち
だ」に掲載し、自社の取り組みに活
かせるように周知しました。

・大規模事業所立入検査時に各事
業所の優れた取り組みを収集し、
各事業所に対して有用な情報を提
供しました。

B

B:実績値
は目標
値通りで
すが、よ
り効果的
な手法に
見直すこ
とによっ
て、事業
系ごみの
適正排
出に繋
がってき
たためで
す。

・適正排出につな
げていくためには
継続的に指導啓発
をしていく必要があ
ります。
引き続き、内容物
検査・大規模事業
所立入検査時等に
対面での指導を実
施します。

・排出事業者責任
の認識が薄い事業
者がまだ多いのが
現状です。有用な
情報を提供し、適
正排出につなげて
いきます。

・事業系ごみの更な
る減量・資源化につ
なげて行く必要が
あります。
東京都との連携や
市内外事業所の社
内研修等を継続し
て行っていきます。

・業務内容の見直し
や排出事業者指導
を継続的に行った
ことによる成果が見
え始めてきたことか
ら、今後も適正排出
に向けた周知・啓
発を実施していきま
す。

・公共施設・小中学校を
中心に大規模事業所へ
の立入検査を35件実施
します。

・廃棄物の適正排出に関
する指導を、継続的に
行っていきます。

・対面での指導が最も効
果的であるので、引き続
き訪問による立入検査及
び排出事業者への指導
を行っていきます。

・事業者講習会を実施し
て、排出事業者、収集事
業者に対して適正排出
につながる有用な情報を
提供し、情報共有してい
きます。

・まちだ3R賞受賞事業所
の優れた取り組みを広報
誌やSNSなどで周知して
いきます。

・年間を通して東京都と連携し、一般廃棄物、
産業廃棄物、3Rの観点から事業者へ有用な
情報提供や周知を行いました。（60件）

・不適正排出が認められた事業所に対して、
対面での指導が効果的であるため、現地指導
を行いました。（訪問指導12件・電話指導170
件）その成果として、廃棄物処理に関して排
出事業者責任を認識していただくとともに、適
正排出につなげていくことができました。

・適正排出やごみ減量・3R推進の重要性や排
出事業者責任について認識していただくた
め、事業者講習会や廃棄物処理に関する説
明会を6回実施しました。

・事業者から排出される生ごみの資源化推進
のため、民間の食品リサイクル施設への視察
研修を行い、厨芥類許可業者12社が参加し
ました。

・今年度のまちだ3R賞は、立入検査時や講習
会等で周知した結果、9事業所から申請を受
け、3月3日のまちだECO to フェスタで表彰し
ました。

・不用品回収業者への指導（2件）や情報収集
を行いました。

60件



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

①残り4箇所の調査及び
図面作成を進めます。ま
た、道路部と仮置場開設
の合同訓練を実施しま
す。

②災害廃棄物の処理に
必要となる人員及び物
資の提供が可能な事業
者の調査を引き続き実施
します。

①予定していた仮置場候補地8か所の調査及
び図面の作成が完了しました。また、道路部と
仮置場開設の合同訓練を実施し、仮置場開
設や運営、廃棄物搬入の手順について協定
締結事業者11社と確認しました。

②業者への意向調査の結果から、町田市一
般廃棄物処理業許可業者及び可燃ごみ収集
運搬業務委託事業者28社と災害時における
災害廃棄物処理等に関する協定を締結しまし
た。
また、災害廃棄物の処理に必要な重機や資
器材の準備が可能な事業者と意見交換を行
い、保有重機等の調査を行いました。

①8か所

②締結
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①・既存の候補地
の利用状況につい
て定期的に確認す
る必要があります。
・仮置場候補地が
偏在していること、
想定している災害
廃棄物量に対して
仮置場が不足して
いることから、新た
な候補地の検討が
必要です。
・引き続き庁内関連
部署と仮置き場開
設の合同訓練を実
施し、仮置場の運
営等について確認
する必要がありま
す。

②引き続き、災害
廃棄物の処理に協
力が可能な事業者
との協定締結を進
めていくとともに、
協定締結事業者と
の具体的な連携方
法について共有
し、連携体制を強
化していく必要があ
ります。

7 -
業務効率化に
向けた職員の
能力向上

個々の職員が受講した研修内容や、関係法令・諸
計画の内容について課内で共有し、職員の能力向
上を図ります。

課内勉強会の回数 2回 ○

風水害時の対応をテーマとし、
2019年の台風19号を振り返り、実
際に台風対応を経験した職員を講
師に課内勉強会を1回開催しまし
た。（6/28）

課内勉強会を年度内に1
回開催します。

風水害時の対応をテーマとした課内勉強会を
開催しました。（6/28）災害時の廃棄物処理を
テーマとし、2019年の東日本台風災害時に長
野市へ応援に行った職員を講師として開催さ
れた道路部主催研修に参画する方法で、勉
強会を開催しました。（11/24）

2回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

課内共通のテーマ
である災害対応をメ
インとした勉強会を
開催しましたが、課
内各係が実施する
事業内容を課全体
で共有するため、
勉強会が必要で
す。
勉強会テーマの設
定を検討します。

6

個
別
計
画

非常時の対応
能力の強化

①発災時に迅速かつ円滑な災害廃棄物の処理が
行えるよう、仮置場候補地の現地調査を行います。

②大規模災害時に想定される災害廃棄物の大量
発生に備え、災害廃棄物の収集運搬及び処理に
必要となる人員及び物資の提供が可能な事業者を
調査し、協定を締結します。

①仮置場の現地調査数

②協定締結

①8個所

②締結
○

①今年度調査対象である8箇所のう
ち4箇所について、地形や工作物
の有無等の現況を調査し、効率的
な災害廃棄物の処理のための配置
図を作成しました。

②事業者への意向調査の結果か
ら、町田市一般廃棄物処理業許可
業者及び可燃ごみ収集運搬業務
委託事業者28社と災害時における
災害廃棄物処理等に関する協定を
締結しました。



順
位

進
捗
状
況

評
価

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①ゼロカーボンシ
ティ宣言に関する
取り組みの推進に
向け、引き続き情報
収集を行っていく必
要があります。

②家庭用燃料電池
システムの設置奨
励事業について、
申請件数が定員を
下回ったため、事
業の普及促進をし
ていきます。また、
今後の動向を注視
し、必要に応じて事
業の継続性を検討
するとともに、新た
な奨励制度の実施
を検討する必要が
あります。

③引き続き、市民
や事業者が主体と
して参加する様々
な環境に関するイ
ベントを積極的に
開催、参加します。

2

個
別
計
画

事業者として
の町田市の計
画である「町
田市環境配慮
行動計画」の
目標達成支援
（町田市環境
マネジメントシ
ステム(EMS)の
職員への普
及・啓発等）

①町田市役所の環境に関する取り組みの2022年
度実績について、外部評価委員会による評価を行
い、その内容をもとに市長総括を行います。市長総
括後、省エネ等対策会議に報告し、市全体への共
有を行います。

②2022年度に策定した町田市公共施設脱炭素化
推進ガイドラインに基づいた取り組みが各課の実施
計画に反映されているか確認するため、庁内調査
を行います。

③環境負荷低減に向けて、職員の環境意識の向
上を図るために、庁内向けEMS情報誌「ハスのんだ
より」を発行し、啓発を行います。

④グリーン購入をより一層推進するため、物品購入
の際にグリーン購入を行うよう職員への啓発を強化
します。

①省エネ等対策会議開
催回数

②調査の実施

③「ハスのんだより」発行
回数

④啓発活動の実施回数

①2回

②実施

③4回

④2回

○

①庁内の部長で構成する省エネ等
対策会議を1回開催し、2022年度
の町田市第5次環境配慮行動計画
における実績について報告しまし
た（9/26）。

②「町田市環境配慮行動計画」重
点プロジェクトの進捗状況を確認す
るための調査を実施しました（5/1
～5/22）。
町田市公共施設脱炭素化推進ガイ
ドラインに基づく取り組みを確認す
るための調査を実施しました（9/14
～9/27）。

③庁内向けEMS情報誌「ハスのん
だより」を2回発行しました
（6/7,9/29）。

④グリーン購入について、前年度
の所属別達成率を添えて、全庁へ
の注意喚起を行いました（9月）。

①省エネ等対策会議を1
回開催します（12月）。

②ガイドラインに基づく
取り組みを確認するため
の調査を実施します（1
月）。

③庁内向けＥＭＳ情報誌
「ハスのんだより」を2回
発行します（2月、3月）。

④各所属に対してグリー
ン購入に関する助言を
行います。

①2022年度実績について、外部評価委員会
による評価を行い（10/6,11/10）、評価結果と
ともに市長に報告し、市長総括を行いました。
省エネ等対策会議を2回開催しました
（9/26,2/20）

②町田市公共施設脱炭素化推進ガイドライン
に基づく取り組み状況調査を実施し（9/14～
9/27）、その後、さらなる推進のため、詳細にヒ
アリングを実施しました（1月）。
また、再生可能エネルギー由来の電力調達を
推進するため町田市公共施設脱炭素化推進
ガイドラインの改定を行いました（3月）。

③ＥＭＳ情報誌「ハスのんだより」を4回発行し
ました（6/7,9/29,2/9,3/22）。

④2023年度の所属別達成率を添えて、全庁
に注意喚起しました（9/19）。また、グリーン購
入達成率に関する優良事例を全庁に紹介し
ました（3月）。

①2回

②実施
ガイドライン改
定

③4回

④2回

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①環境マネジメント
システムの運用に
おいて、庁内の連
携を強化すること
で、環境配慮行動
を促進していく必要
があります。

②公共施設の脱炭
素化に向けて、改
定したガイドライン
に基づいた取り組
みを推進していく必
要があります。

③、④庁内への効
果的な啓発を継続
的に行うことで、職
員の環境意識の向
上につなげる必要
があります。

1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

地球温暖化対
策に関する取
り組みの推進

①温室効果ガスの排出量の削減に先進的に取り組
む民間事業者や自治体等への視察等を行うことに
より、ゼロカーボンシティ宣言に関する取り組みの
推進に向けた情報収集を行います。

②市民・事業者・行政が連携・協力して、温室効果
ガスの排出量の削減に取り組みます。
水素エネルギーの利活用支援として、家庭用燃料
電池システムを設置した際の奨励金を交付します。

③次世代エネルギー等の普及啓発のため、環境
学習会を開催するなど、地球温暖化対策に関する
普及啓発を推進していきます。
また、市内でも燃料電池自動車の水素充填が行え
るよう、水素ステーションの開設のために、水素関
連事業者へ働きかけを行います。

①視察等の参加回数

②家庭用燃料電池シス
テム設置奨励件数

③イベントに参加した市
民の数

計画
類型

①温室効果ガスの排出量削減に先
進的に取り組む民間事業者や自治
体の視察等を行いました（39回）

②家庭用燃料電池システムの設置
奨励事業について、6月15日～7月
14日まで募集を行い、64件の申請
を受けました。

③緑のカーテン事業(5/14,5/15)、
環境学習(8/24)を実施し、地球温
暖化対策に関する普及啓発を行い
ました(637人）。

①温室効果ガスの排出
量の削減に先進的に取
り組む民間事業者や自
治体の視察等を行いま
す。

②受け付けた申請に対
して、奨励金交付の手続
きを進めていきます。11
月に二次募集を行いま
す。

③小学校での出前事業
（12/14）や各種イベント
の参加等を通じて、地球
温暖化に対する普及啓
発を行います。

①温室効果ガスの排出量削減に先進的に取
り組む民間事業者や自治体の視察等を行い
ました。

②家庭用燃料電池システムの設置奨励事業
について、6月15日から7月14日に一次募集、
11月1日から　11月30日に二次募集を行い、
120件の申請を受けました。申請数が定員に
満たなかったため、合計120件に奨励金の交
付決定を行いました。

③緑のカーテン事業(5/14,5/15)地球温暖化
対策に関する普及啓発を行いました(610
人）。
市内在住、在学の中学生を主な対象に、横浜
国立大学教授らを講師とする水素エネルギー
に関する環境学習（8/24）を実施しました。
（27人）
市内の小学校で、水素エネルギー出前授業
を2回（12/7、12/14）実施しました（190人）。
気象予報士を講師とする地球環境講演会
（2/17）を実施しました（138人）。

①57回

②120件

③965人

①10回

②150件

③600人

◎

部課名 環境資源部環境政策課温暖化対策担当

課の使命 「みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな　まちだ」の実現のため、市民や事業者とともに、地球温暖化防止に取り組み、その意識を向上するよう努めてまいります。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

課内及び係内で、
テレワークの実施率
に偏在が見られまし
た。テレワークが適
した業務において
は効率化が見込め
ることから、課・係の
体制等を踏まえたう
えで、取組を継続し
ていきます。

テレワーク率は3.9%でした。
なお、テレワーク時にはオンライン
での会議や説明会に参加し、会場
への移動時間等、会議開催に係る
準備時間の削減を行うことができま
した。

町田市テレワーク実施要
領に沿って、オンライン
研修・説明会などテレ
ワークが適した業務や、
テレワークによって作業
効率の向上が見込める
業務などを集約して、引
き続き、テレワークの活
用を進めます。なお、係
の体制等を踏まえて、テ
レワークの実施回数につ
いては月2回以内を継続
します。

テレワーク率は5.4%でした。テレワーク時には
オンラインでの会議や説明会に参加し、会場
への移動時間等、会議開催に係る準備時間
の削減を行うことができました。テレワークに
よって作業効率の向上が見込める業務につ
いては、テレワークの活用を進めました。

5.4%3 -
テレワークの
活用による業
務効率化

テレワークを活用し、企画・作業等を集約することで
作業効率の向上を図ります。また、テレワーク時に
はオンラインでの会議を積極的に活用し、会場へ
の移動時間等、会議開催に係る準備時間の削減を
行います。

勤務日数に対するテレ
ワーク率

10% △



順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 環境資源部環境共生課

課の使命
・市民や事業者とともに、まちの美化や生物多様性保全に取り組み、その意識を高めていきます。
・公害発生の未然防止、問題の原因者への改善指導、市民や事業者への意識啓発を通じ、市民の身近な環境に関する問題を低減し、環境保全のためのルールが守られた清潔、安全、快適なまちをつくります。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

喫煙マナー向上や美化活動の周
知促進のため、以下の活動を計16
回行い、当初予定していた回数を
上回る見通しが立ちました。
・美化推進キャンペーン3回（5/28、
6/28、9/26）
・美化推進キャラバン2回（4/27、
7/28）
・職員による町田駅周辺巡回指導6
回（4/25、5/25、6/26、7/25、
8/29、9/28）
・ハスのんインスタグラム5回（5/8、
5/17、5/25、6/1、7/7）

ごみゼロデー周知のため、新たな
取り組みとして以下の媒体を利用し
た周知啓発を行いました。
・東急リバブル町田センター大型ビ
ジョン1回（5/1）
・町田市メール配信サービス1回
（5/2）

喫煙マナー向上や美化
活動の周知促進のた
め、以下の活動を行いま
す。
・美化推進キャンペーン
2回
・美化推進キャラバン2回
・職員による町田駅周辺
巡回指導6回
・ハスのんインスタグラム
4回

喫煙マナー向上や美化活動の周知促進のた
め、以下の啓発活動を合計30回行いました。
・美化推進キャンペーン5回（5/28、6/28、
9/26、10/26、1/20）
・美化推進キャラバン4回（4/27、7/28、
11/21、2/22）
・職員による町田駅周辺巡回指導12回
（4/25、5/25、6/26、7/25、8/29、9/28、
10/24、11/28、12/26、1/25、2/27、3/26）
・ハスのんインスタグラム9回（5/8、5/17、
5/25、6/1、7/7、10/2、10/11、11/8、1/26）

ごみゼロデーの周知について、啓発ポスター
に市内小中学生の作品を掲載、民間の大型
ビジョンなど新たな媒体の活用、近隣８市連携
での広報活動など、幅広い市民を対象に啓
発活動を行いました。

30回22回 ◎ B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

喫煙マナー向上や
まちの美化推進の
ため、引き続き、市
内各駅での周知・
啓発活動の推進が
必要です。

2

個
別
計
画

生物多様性に
ついての普及
啓発

市民が生きものに対する関心を高められるよう、生
物多様性の大切さを広く市民に普及啓発を行いま
す。

普及啓発活動の回数 5回 ◎

生物多様性の大切さを広く市民に
周知するため、以下の普及啓発活
動を計5回行い、当初予定していた
回数に到達しました。

・中央図書館4階特集コーナー生
物多様性関連図書展示（4/14～
5/10）
・「まちだの生物多様性」の展示（市
庁舎、7/18～7/27）
・まちだのトンボ講座（市民フォーラ
ム、7/23）
・講座「森の案内人に、夏の虫のこ
とを聞いてみよう！」（市庁舎、
7/27）
・「ザリガニを釣って水辺の生きもの
を知ろう」（忠生公園、8/11）

生物多様性の大切さを
広く市民に周知するた
め、以下の普及啓発活
動を行います。
・生きもの探しキャンペー
ン（アプリ投稿促進）
・里山イベント
・ビオトープイベント
・生きもの共生フォーラム

生物多様性の大切さを広く市民に周知するた
め、普及啓発活動を以下のとおり10回行いま
した。
・中央図書館4階特集コーナー生物多様性関
連図書展示（4/14～5/10）
・外来生物の出前講座（小山小学校、6/27）
・「まちだの生物多様性」の展示（市庁舎、
7/18～7/27）
・まちだのトンボ講座（市民フォーラム、7/23）
・講座「森の案内人に、夏の虫のことを聞いて
みよう！」（市庁舎、7/27）
・「ザリガニを釣って水辺の生きものを知ろう」
（忠生公園、8/11、町田総合高校と連携）
・生きもの探しキャンペーン（アプリ投稿促進）
（10/3～11/15）
・里山イベント（野津田公園、11/18）
・ビオトープイベント（市民フォーラム、12/3）
・生きもの共生フォーラム（町田バイオエネル
ギーセンター、3/3）

また、市内の小学生を中心とした普及啓発に
活用するため、玉川大学と連携し、市内に生
息する生きものに特化したオリジナルの「生き
ものかるた」を作成するなど、次世代を担う若
い世代に向けた取り組みを行いました。

10回 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

生きものに関心の
ある市民の割合を
増やすため、引き
続き普及啓発活動
の推進が必要で
す。

1 -
喫煙マナー向
上の推進

喫煙マナー向上や美化活動の周知・促進のため
に、市内の各駅周辺での啓発活動やハスのんイン
スタグラム等での周知を行います。

周知・啓発活動の実施
回数



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

申請者の利便性向
上等のため、件数
の多い申請につい
て、オンライン化を
図っていきます。

引き続き、申請様式を作
成します。作成完了後、
周知・試行期間を経て申
請様式を公開します。ま
た、今後の運用について
課題を把握します。

以下の5種類の申請について、申請様式の作
成が完了しました。11月から試行期間として公
開を開始し、1月に本格運用を開始しました。
・【環境確保条例】承継届出書
・【水質汚濁防止法】承継届出書
・【騒音規制法】承継届出書
・【振動規制法】承継届出書
・【環境確保条例】工事完成届出書

さらに、以下の申請についても12月に申請対
象者に周知を行い、本格運用を開始しまし
た。
・【環境確保条例】地下水揚水量報告書

6種類

3 -
公共トイレの
適正配置

市民がいつでもどこでもトイレを利用できる環境を
確保するため、公共トイレ協力店制度を改正しま
す。
改正後の制度を公共トイレ協力店に周知し、引き続
き協力を依頼します。
半径500m（徒歩10分）圏に公共トイレの無い空白
地域を中心として、トイレが必要な地域に公共トイレ
協力店を増やしていきます。

公共トイレ空白地域への
協力店設置数

3店 ○ D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

公共トイレ空白地域
において、特に市
民等が利用しやす
い店舗に協力をお
願いしましたが、新
たな協力店設置に
は至りませんでし
た。
協力依頼の対象と
しなかった店舗に
ついても、トイレの
状況を把握したうえ
で、協力を依頼して
いきます。

4

個
別
計
画

解体等工事に
よる大気中へ
の石綿飛散防
止

解体等工事現場を定期的に現場確認(パトロール)
し、適切な石綿飛散防止措置の実施について必要
な監視・指導を行います。
また、大気汚染防止法の改正により、2023年10月
から有資格者による石綿事前調査が義務付けられ
るため、事業者への周知・啓発活動を行います。

解体等工事現場のパト
ロール実施回数

34回 ○

計15回のパトロールを行い、47箇
所の工事現場を訪問しました。その
内30箇所の現場において、法令に
基づく石綿飛散防止対策を講じる
よう指導を行いました。
また、10月から施行される大気汚染
防止法の改正内容について現場
訪問やメールにて周知・啓発活動
を行いました。

引き続き、解体等工事現
場を訪問し、監視・指導
を行うと共に、10月から
施行される大気汚染防
止法の改正内容つい
て、周知・啓発活動を行
います。

解体等工事現場のパトロールを計40回行い、
適切な石綿飛散防止対策を講じるよう約200
箇所の現場において指導を行いました。
また、10月に施行された大気汚染防止法の改
正内容について、現場指導に加え、メールで
お知らせした結果、約2,200件の事前調査結
果が適正に報告されたことを確認しました。

40回 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

事業者への周知・
啓発、違反者への
指導を引き続き行
います。

公共トイレ協力店制度に協力しても
らう店舗に謝礼を交付できるように
制度を改正しました。
制度改正の内容について各協力
店を訪問して説明し、引き続き協力
するとの回答を得ました。
また、新たな店舗に協力依頼する
ため、公共トイレ空白地域の適切な
配置となる位置にある店舗の状況
を確認しました。

公共トイレ空白地域の店
舗を訪問し、市民のトイ
レ利用への協力を依頼し
ます。
また、公共施設トイレの
調査を行い、2024年版
公共トイレマップを作成
します。

4月に協力店に謝礼を交付できるように公共ト
イレ協力店制度を改正しました。
従来の協力店に新たな制度を説明し、引き続
き56店の協力をいただきました。
公共トイレ空白地域において6店訪問し、協力
をお願いしましたが、新たな協力店設置には
つながりませんでした。
2024年版公共トイレマップを作成しました。

0店

届出申請に関
する業務の効
率化

業務で活用しているマニュアルの更新を行い、課
内で研修会を開催し、多種多様な市民の問い合わ
せ等に円滑に対応出来る体制を構築します。

①マニュアルの更新

②研修会の回数

①2件

②2回
○

①2件実施。南多摩都市霊園使用
者の新たな募集にあたり、「南多摩
都市霊園新規受付手引き」および
ＦＡＱを更新しました。また、開発許
可、宅地造成許可及び中高層建築
物による「事前協議受付手引き」を
更新しました。
②1回実施。南多摩都市霊園の9月
募集に向けて、受付対応の課内研
修（8/15、8/21）を行いました。

5

個
別
計
画

行政手続のデ
ジタル化の推
進

公害関連法令等に基づく届出・申請について、事
業者や市民の負担を軽減するため、オンラインで
の手続を推進します。

オンライン申請に対応で
きる届出種類

5種類 ○

オンライン化する届出書として、以
下の5種類を選定し、申請様式の作
成に着手しました。
・【環境確保条例】承継届出書
・【水質汚濁防止法】承継届出書
・【騒音規制法】承継届出書
・【振動規制法】承継届出書
・【環境確保条例】工事完成届出書

②事前協議内容を正しく
理解するため、2月頃、
建築GISシステムの操作
練習と建築物について
の課内研修を行う予定で
す。

①以下の2件の業務マニュアルを更新し、業
務の効率化を図りました。
・「南多摩都市霊園新規受付手引き」
・「事前協議受付手引き」
②以下の2回の研修会を実施し、市民からの
問い合わせに円滑に対応出来る体制を整え
ました。
・南多摩都市霊園新規受付対応についての
研修（8/15、8/21）
・建築物等の事前協議で意見を付ける際の注
意事項と、建築GISシステムについての操作
練習についての研修（11/21、11/28）

①2件

②2回
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①業務のさらなる円
滑化を図るため、引
き続き業務で活用
しているマニュアル
について更新を行
います。

②職員のスキル・知
識の向上を目的と
し、課全体で取り組
む必要のある業務
についての研修を
実施します。

6

個
別
計
画



順
位

進
捗
状
況

評
価

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

安全運転への意識
向上と運転技術向
上により、収集員の
不注意による交通
事故が減少しまし
た。今後は、積込み
作業中の事故（い
わゆる「もらい事
故」）にも着目し、そ
の原因を検証をし
て取組に反映して
いきます。

・4/11の月例会議で、各職員のヒヤ
リハット事例を情報共有しました。
・執務室内に無事故継続日数を掲
示しました。
・実際の事故事例を基に、5/25に
再発防止策を検討、共有しました。
・今年度に配属された職員を中心
に、警視庁や自動車メーカー主催
の安全運転講習を受講しました
（4/24、5/30、6/30、6/9、6/30)。
・危険予知訓練（KYT）を実施しまし
た（6/14）。
・ごみ収集課及び収集業務委託事
業者を対象に、警視庁南大沢警察
から講師を招いて安全運転講習会
を開催しました（7/7）。

・交通事故防止のため、
引き続き注意喚起を行い
ます。
・運転技術の向上訓練
や事故発生時に適切な
対応ができるよう初動訓
練を行います。

・月例会議でヒヤリハット事例の情報共有を2
回実施しました（4/11、10/10）。
・上半期に引続き、執務室内に無事故継続日
数を掲示しました。
・事故事例を基にした再発防止策の検討と共
有を2回実施しました（5/25、10/12）。
・警視庁や自動車メーカー主催の安全運転講
習を７回受講しました（4/24、5/30、6/30、
6/9、6/30、10/7、11/30)。
・危険予知訓練（KYT）を2回実施しました
（6/14、3/8）。
・警視庁南大沢警察から講師を招いての安全
運転講習会を1回開催しました（7/7）。
・町田市のごみ収集車が起こした交通事故件
数は、2022年度から2023年度にかけて、8件
から3件に減少しました。

6取組

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

容器包装プラスチッ
ク収集の全市収集
開始に向けて、「住
民説明の準備」「資
源とごみの収集カレ
ンダーの大幅見直
し」など、部内で洗
い出した必要業務
について、各課連
携して作業を進め
ていきます。

2

個
別
計
画

パトロールの
実施

適正排出指導及び集積所管理、不法投棄の防止・
抑止のために昼間と夜間のパトロールを継続して
行います。

パトロール実施回数 196回 ○

・4月から9月にかけて、昼間のパト
ロールを74回実施し、集積所の管
理や不法投棄対策を行いました。
・5/29～6/3にかけて、青色回転灯
付車両による夜間パトロールを12
回実施しました。

・上半期に引き続き、昼
間のパトロールを74回実
施し、集積所の管理や不
法投棄対策を行います。
・夜間パトロールは10月
の全国地域安全運動期
間に町田交通安全協会
と共に行うほか、12月、3
月と合計36回を実施しま
す。

・上半期に引き続き、昼間と夜間のパトロール
を実施しました。年間で昼間のパトロールは
148回、夜間は48回で、計196回実施しまし
た。
・パトロールの中で必要と判断したもの、市民
からの依頼を受けて行ったものを合わせて、
個人や集積所の管理者などに対し、約1,800
回の現地確認と調査指導等を実施しました。
・ごみの出し方などに対する指導では、約
90％のケースで改善が見られ、適正排出され
るようになりました。

196回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

市民からの要望や
情報提供に基づい
てパトロールコース
を見直します。ま
た、啓発看板やパ
ンフレットの有効活
用により、不法投棄
やルール違反等の
更なる減少を目指
していきます。

1

個
別
計
画

効率的な収集
体制に関する
方針決定

新しい資源化施設の稼働開始に合わせて、資源と
ごみの収集がより効率的な体制となるよう検討を進
め、方針を決定します。

※効率的な収集体制とは
プラスチック等資源回収品目の追加、収集方法・頻
度の見直し等により、ごみの減量やCO2の削減が
実現できる体制。

方針の決定

計画
類型

・4月から5月にかけて、ごみ・資源
の収集運搬受託事業者12社との意
見交換会を順次、実施しました。検
討中の新しい収集体制案に対し
て、収集業務に従事する立場から
意見や助言を頂き、検討を進める
上での参考としました。
・資源化施設の整備基本計画を改
定したため、収集体制案に新しい
整備スケジュールを反映しました。
・4月、7月開催の廃棄物減量等推
進審議会で、検討状況の報告を行
いました。

2026年度からの収集体
制の方針を決定します。
また、予算措置など新し
い収集体制に変えるた
め必要な準備をします。

・横浜線以南地域でのみ実施している容器包
装プラスチックの分別収集を、2026年度から
市全域に展開する方針を決定しました。（12
月）
・容器包装プラスチックの収集運搬について、
車両走行距離を短縮する方法を検討し、方針
に反映しました。
・容器包装プラスチックの収集運搬業務の経
費について債務負担行為を設定するなど、
2026年度に向けて、必要な予算措置を行いま
した。
・「住民説明の準備」「資源とごみの収集カレ
ンダーの大幅見直し」など、2026年度までに
すべきことを部内で洗い出し、スムーズな業務
開始に向けて準備を進めました。
・廃棄物減量等推進審議会（2/5）で、これま
での検討結果を報告しました。

決定決定 ○

3 -
交通事故防止
策の実施

交通事故を起こさないため、安全運転への意識向
上を図ると共に、運転技術向上のための研修や訓
練を実施します。

交通事故防止の取組数 6取組 ○

部課名 環境資源部ごみ収集課

課の使命
・市民、市民団体及び事業者が、資源とごみを適正に分別し排出できるよう、周知や指導を行います。
・適正に排出された資源とごみを確実に収集し、資源化や処理を行うための施設等へ安全に運搬します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

・引き続き、参加人数減
や書面開催で会議を行
い、
業務時間の短縮を図りま
す。

・上半期に引き続き、会議の議題内容によっ
て開催方法を対面式から書面式に切り替えま
した。また、メンバーも、議題から出席すること
が必要な者を選び、一年を通して、課の意思
決定と情報共有を効率的に行いました。
・4月から3月にかけて、387時間を削減しまし
た。

387時間 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引続き、柔軟な会
議開催体制をとり、
効率的な意思決定
と情報共有を行い
ます。

6 -
定期開催する
会議の効率化

定期開催する会議について、開催回数や参加人
数を削減するなど、会議に係る業務時間短縮を図
ります。

削減する業務時間数 320時間 ○

・会議の開催方法は対面式だけで
なく、会議の内容によって書面式に
切り替えるなど、柔軟で効率的な会
議体制をとりました。
・対面式の会議を開催する場合
は、出席者は議題に関係するメン
バーに限定し、会議にかける業務
時間を削減しました。
・4月から9月にかけて、190時間を
削減しました。

5 -
出張相談窓口
の開設

ごみに関するお困りごとを解消いただくため、市民
の身近な場所で出張相談窓口を開設します。

開設回数 3回 ○

・ネコサポステーション町田木曽
オープニングイベントで開設しまし
た（5/28）。
・鶴川団地センター名店街で開設
しました（6/24）。

4 -
車両火災防止
策の実施

車両火災発生を防ぐための研修や訓練を実施しま
す。

車両火災防止の取組数 3取組 ◎

・火災原因となるごみについて勉強
会を行い、火災の原因となる製品
の見分け方などの知見を共有しま
した（4/12～14）。
・収集中の車両火災に備えて、初
期消火拠点の選定を始めました。
・車両火災の初期消火訓練を実施
しました（5/26～28）。
・上記3取組に加えて、市民向けの
啓発を行いました。7月に町内会・
自治会に有害ごみ分別方法に係る
チラシを回覧しました。また、7月～
9月にかけて、図書館2ヵ所に、火災
防止に係る展示ブースを設置しま
した。

・車両初期消火訓練を上
半期に引き続き実施しま
す。
・初期消火拠点の選定
作業を完了します。ま
た、拠点一覧を作成し、
収集作業員で共有しま
す。
・車両火災防止に関する
記事を環境広報紙に掲
載します。
・図書館での展示を上半
期に引き続き実施しま
す。

・火災原因となるごみに係る勉強会を2回実施
しました（1回目：4/12～14、2回目：12/7～
9）。
・収集中の車両火災に備えた初期消火拠点
の選定を完了しました。また、選定結果を基に
拠点一覧表を作成し、課内で共有しました。
・車両火災の初期消火訓練を3回実施しまし
た（1回目：5/26～28、2回目：10/26～28、3回
目：3/21～23）。
・12月発行の環境広報紙「ごみナクナーレ特
別号」に、車両火災に関する記事を掲載しま
した。
・図書館の展示ブースについて、7月～12月
にかけて5ヵ所で火災防止に係る展示を行い
ました。
・ごみ収集車にリチウムイオン電池の分別徹
底を訴えるマグネットシートを貼りました。

6取組 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

車両火災防止に関
しては、不燃ごみ収
集中の不適物除去
作業を継続すると
共に、市民に対して
もリチウムイオン電
池やスプレー缶等
の混入防止の啓発
を継続していきま
す。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

リサイクル広場で3
回開設しました。今
後は、未開設の地
区にも範囲を広げ
ていきます。

・山崎団地名店街で開
設します（10/10）。
・成瀬クリーンセンターで
開設します（2/3）。
・まちだＥCO tｏ フェスタ
で開設します（3/3）。

・今年度から新たに出張相談窓口を開設しま
した。リサイクル広場において、鶴川団地セン
ター名店街（6/24)、山崎団地名店街
（10/10)、成瀬クリーンセンター(2/3)の3回開
設しました。ごみの分別に係る問い合わせが
多く、熱心にメモを取る方もおり、「気軽に聞け
る場を設けてもらい、ありがとうございます。」と
お礼もいただきました。
・イベント参加として、ネコサポステーション町
田木曽オープニングイベント(5/28)、まちだ
ECO to フェスタ(3/3)の2回開設しました。

5回



順
位

進
捗
状
況

評
価

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

【課題】
羽根布団（フェザー
羽毛）の資源化が
開始されましたが、
羽根布団の有効利
用（薬品・衣料品）
は、未だ研究の段
階です。

【対応】
事業者の動向を見
ながら安定した資
源化を目指します。

4 -

最終処分場峠
谷地区（旧埋
立地含む）上
部公園の利用
に向けた取り
組み

最終処分場の安全な閉鎖方法について、地下水、
地質調査等、現地調査結果と学識経験者等の助
言をもとに検討を行い、決定します。

安全な閉鎖方法の決定 決定 ○

現地調査結果と学識経験者等の助
言をもとに、安全な埋立終了方法を
検討するための地下水シミュレー
ションを行いました。

地下水シミュレーション
の結果と学識経験者の
助言等をもとに、安全な
埋立終了方法を決定し
ます。

地下水シミュレーションの結果と学識経験者
の助言等をもとに、安全な埋立終了方法案を
作成しました。
その案について、関係機関協議を重ね決定し
ました。

決定 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

【課題】
決定した案を実施
します。

【対応】
次年度は安全対策
工事概略設計を行
います。

現場で、廃棄物の搬入処理を担当
している運営事業者に聞き取り調
査及び検証を行いました。
また、資源化をしている民間業者の
視察を行い、新たな資源化品目を
検討しました。
他自治体で資源化をしている品目
の調査及び検証を行いました。

引き続き、他自治体等の
調査及び検証を進めて
いきます。
また、運営事業者との検
証、資源化を行う民間業
者の視察等を進めて行
きます。

①1年間を通して、調査及び検証を行った結
果、今まで、処分されていた羽根布団（フェ
ザー羽毛）の有効利用（薬品・衣料品へ）が見
つかり、資源化ができるようになりました。

②逆有償で資源化していた牛乳パックを選別
することによって売払いが可能になりました。

1品目

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

【課題】リチウムイオ
ン電池等危険物の
混入による火災で
甚大な被害を受け
ており、火災を抑制
する対策の検討に
努めます。

【対応】引き続き運
転・運営状況のモ
ニタリングを継続す
るとともに、運営協
議会に情報提供し
ます。

2

個
別
計
画

処理施設の効
率的・効果的
な維持管理

①保守点検の結果及び不具合状況により、設備の
修繕を適正に行うことで各施設の安定稼働を目指
します。

②リレーセンターみなみの維持管理計画の劣化予
測にあわせた修繕を検討します。

①各施設の故障停止発
生率（停止日数/稼働日
数）

②修繕計画の策定

①各々5％

②策定着手
○

①点検結果等に基づき修繕を行
い、各施設における上半期の故障
停止発生率は各々5％以下でし
た。

②維持管理計画に基づき、次年度
の修繕内容を精査しました。

①点検を確実に実施し、
安定稼働を維持します。

②点検結果及び現地確
認をもとに策定準備を行
います。

①保守点検の結果に基づき修繕を行い、故
障による各施設の停止発生率は5％を下回り
ました。

②保守点検の結果及び現地確認、運営業務
受託者からの情報を得て、劣化した設備の修
繕を優先的に行いました。
なお、市のごみ処理計画の変更の可能性が
生じたため、マンション関係者との調整は次年
度以降としました。

①各々5％以
下（カン資源
化施設3.5％、
剪定枝資源化
センター
0.17％、他
０％）

②策定着手

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

【課題】
市のごみ処理計画
にあわせて、リレー
センターみなみの
修繕計画を見直す
必要があります。

【対応】
2023年度の保守点
検結果に基づき、
引き続き、修繕を行
い、故障停止発生
を抑制します。

1 -
一般廃棄物処
理施設の適切
な運営・管理

町田市バイオエネルギーセンターの運転状況を
日々確認し、運営協議会にて報告します。

①月次報告の確認

②運営協議会の開催

計画
類型

①毎月１回の月次報告会で日々の
運転及び運営状況を確認しまし
た。また、その内容を課内報告会で
報告し、情報共有をしました。

②6月30日に臨時運営協議会、8月
9日に第5回運営協議会を開催しま
した。

①運転及び運営状況の
確認を継続し、課内報告
会についても継続して行
います。

②第6回運営協議会を
2024年2月に開催しま
す。

①運営事業者から日々の報告を受け、また毎
月の月次報告会で運営状況を確認しました。
月次報告会の情報は、課内報告会で情報共
有しました。

②6月30日に臨時運営協議会、8月9日に第5
回運営協議会、2024年2月9日に第6回運営
協議会を開催しました。

①12回

②3回

①12回

②2回
◎

3

個
別
計
画

資源化の推進
町田市バイオエネルギーセンターに搬入された廃
棄物の中から、資源化できるものを検証し、新たな
資源化品目を抽出します。

品目数 1品目 ○

部課名 環境資源部循環型施設管理課

課の使命
・所管施設に搬入されたごみを安全かつ安定的に適正処理します。
・ごみ処理の過程で発生するエネルギーの効率的な回収とごみの資源化を進め、循環型社会の実現を進めます。
・施設周辺地域の方が快適に安心して暮らせる環境を守ります。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

①会議室貸出・駐車場
管理マニュアル
　詳細な手順を作成し、
整備作業を完了します。

②施設見学概要説明マ
ニュアル
　運用して検証し、改良
を行います。

③搬入カード作成依頼
受付マニュアル
　運用して検証し、担当
職員不在でも受付できる
ように、改良を行います。

次の4業務のマニュアルについて、作成作業
を完了し、運用して検証しました。
①会議室貸出マニュアル
②駐車場管理マニュアル
③施設見学概要説明マニュアル
④搬入カード作成依頼受付マニュアル
なお、①と②については、業務を分けて整理
することで、より効率的なものとしました。
各マニュアルについて、担当以外の職員でも
対応できるように改良を行いました。

4業務 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

【課題】
作成したマニュアル
を、現状に即した内
容に都度更新して
いく必要がありま
す。

【対応】
作成したマニュアル
を、現状に即した内
容に都度更新して
いきます。

6 - 業務の効率化
「電話・窓口対応業務」について、業務マニュアル
を見直し、更新します。

更新した業務マニュアル
数

3業務 ○

対象の業務マニュアルを、会議室
貸出・駐車場管理マニュアル、施設
見学概要説明マニュアル、搬入
カード作成依頼受付マニュアルに
決定しました。

①会議室貸出・駐車場管理マニュ
アル
　概略のフロー図を作成しました。
②施設見学概要説明マニュアル
　作成作業が完了しました。
③搬入カード作成依頼受付マニュ
アル
　作成作業が完了しました。

5 -

町田市バイオ
エネルギーセ
ンターの多面
的価値の創出

①災害時に防災拠点として即時に運用できるよう、
防災備品を活用した訓練を実施します。

②施設の多面的価値の創出に向けて、施設の運
営事業者等と連携し、施設を活用したイベントを開
催します。

①防災備品設営訓練回
数

②イベント回数

①1回

②2回
◎

①下半期に実施予定です。

②施設を活用したイベントを上半期
に1回開催する計画でしたが、4月
22日・7月8日・9月17日の計3回開
催しました。
　このイベントにて、施設見学イント
ロダクション動画放映、リチウムイオ
ン電池排出啓発動画放映、各関連
施設のパネル展示・パンフレット配
布、町田市バイオエネルギーセン
ターのごみ処理以外の機能紹介の
ホワイトボード展示を行い、施設の
機能をＰＲしました。

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

【課題】
今後も町田市バイ
オエネルギーセン
ターのごみ処理機
能以外の機能（会
議室貸出・施設見
学・発電による施設
運営等）についてＰ
Ｒしていく必要があ
ります。

【対応】
イベントや施設見学
等でＰＲを行いま
す。

①防災備品を活用した
訓練を2月に実施しま
す。

②下半期に開催するイ
ベントにおいても、動画
放映や展示などにより施
設の機能をＰＲします。

①火災を想定した防災訓練を12月18日に実
施しました。訓練では消火器と救助袋を活用
しました。消火器は配置図を作成し、施設職
員がすぐ使用できる状態にしました。救助袋
の訓練では、消防設備点検業者の指導の
下、設置や使用方法を習得しました。25名の
施設職員が救助袋での避難体験を行いまし
た。

②施設を活用したイベントを4月22日・7月8
日・9月17日・3月3日の計4回開催し、来場者
数はそれぞれ150人・227人・307人でした（3月
3日分は集計中）。このイベントにて、施設見
学イントロダクション動画放映、リチウムイオン
電池排出啓発動画放映、各関連施設のパネ
ル展示・パンフレット配布、町田市バイオエネ
ルギーセンターのごみ処理以外の機能紹介
のホワイトボード展示を行い、施設の機能をＰ
Ｒしました。

①1回

②4回



順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 環境資源部循環型施設整備課

課の使命 町田市資源循環型施設整備基本計画(2013年4月策定、2023年5月改定※5月に計画改定があったため、修正しました。)に基づき、循環型社会の構築を目指し、市民との協働で環境負荷の少ない、周辺地域に配慮した資源循環型施設整備を進めます。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

①60%（建物や基礎解体及び杭引
き抜き）

②調査中

①杭の引き抜きや予定し
ているストックヤード棟建
設工事について、今後も
適切に進捗管理をして
いきます。

②引き続き調査を継続し
ていきます。

①法令及び条例に基づき既存工場棟の土壌
汚染調査を行った結果、溶出量基準値を超
過している箇所が見つかったため、その対策
工事及び対策工事に伴う工期延長を行った
が、その後の工事は予定通り順調に進捗しま
した。

②今年度の当初計画通りに各種調査を実施
し完了しました。また、当初は決まっておら
ず、工事の進捗に伴い明確化した部分につ
いて変更しました。

①85％

②完了
（2023年度分）

①8985％

②完了（2023
年度分）

※土壌汚染対
策工事の追加
により、工期末
が2024年6月
から2024年9
月へ変更に
なったため、
修正しました。

○

3

重
点
事
業
プ
ラ
ン

上小山田地区
における資源
ごみ処理施設
の稼働

市民との協働で、環境負荷の少ない周辺地域に配
慮した資源ごみ処理施設等の検討を進めます。

①調査測量の実施

②地区連絡会の開催

①測量実施

②開催回数

①着手

②１回
○

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①来年度の完了に
向けて、引き続き周
辺環境への配慮や
工事の情報周知に
努め、安全で安心
な工事を進めます。

②来年度も継続し
て各種調査を行っ
ていきます。

2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

相原地区にお
ける資源ごみ
処理施設の稼
働

市民との協働で、環境負荷の少ない周辺地域に配
慮した資源ごみ処理施設の整備を進めます。

①用地取得

②発注仕様書の作成

③地区連絡会の開催

①用地取得件数

②発注仕様書の作成状
況

③開催回数

①5件

②完成

③1回

○

①地権者へ用地取得手続きについ
て説明し、交渉を行いました。用地
取得に向けた補償額の積算等を進
めました。

②発注仕様書作成の基となる、見
積設計図書の精査を行いました。
また、「町田市循環型施設整備基
本計画」の改定に伴い、発注仕様
書の作成スケジュールの見直しを
行いました。

③整備基本計画改定について、委
員の方へ説明と資料配布を行いま
した。会長と開催日の調整を行いま
した。

①地権者の意向に配慮
しながら、用地取得を進
め、5件取得を目指しま
す。

②見積設計図書に基づ
き発注仕様書の作成を
行います。

③11月に地区連絡会を
開催します。

①施設事業地5件について、地権者の意向を
聞き取りながら用地取得へ向けた折衝を進
め、2件が契約に至りました。また、施設緩衝
緑地である大谷戸緑地事業地についても、資
源ごみ処理施設事業と連携して対応する必
要があるため、公園緑地課と協力して用地取
得を進め、3件の取得となりました。その結果、
施設及び緑地を合わせた事業用地は、取得
件数が18件のうち11件取得、取得面積の割
合が44.1％となりました。

②3回の検討会を開催し、詳細な検討を重ね
た結果、発注仕様書が完成しました。

③11月に地区連絡会(11/4)を開催し、整備基
本計画の改定及び事業進捗状況等につい
て、説明を行いました。

①5件
(施設事業地：
2件、大谷戸
緑地事業地：3
件)

②完成

③1回

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①施設整備に向け
て残りの用地取得
をより一層進めてい
きます。
②発注仕様書に基
づき発注準備を進
めます。
③引き続き地区連
絡会を開催し情報
提供に努めます。

1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

熱回収施設等
整備工事に係
る
旧清掃工場解
体及びストック
ヤード棟の整
備

旧清掃工場の解体及びストックヤード棟の整備に
ついては、周辺環境への配慮や地域住民へ適宜
情報提供を行いながら進めます。

①旧清掃工場解体及びストックヤード棟完成まで
の工事進捗管理

②東京都環境影響評価条例に基づく環境調査の
実施

①工事進捗率

②調査実施

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

①施設計画位置の
見直しに伴い、指
標や目標値をあら
ためて検討・再設
定し、計画的に整
備事業を進めてい
きます。

②引き続き地区連
絡会を開催し情報
提供に努めます。

①調査測量業務実施に向けて、地
域住民及び関係部署との協議、調
整を行いました。

②7月に地区連絡会（7/25）を開催
し、整備基本計画の改定につい
て、説明を行いました。

①引き続き、調査測量業
務実施に向けて、地域
住民及び関係部署との
協議、調整を行います。

②引き続き、各委員と調
整を行いながら、周知方
法を検討し、地域や関係
者へ情報提供をしていき
ます。

①資源ごみ処理施設の整備に必要な道路整
備の内容に変更が生じており、接道すべき新
設道路の線形変更に伴い、施設計画位置の
再検討を開始しました。道路部と連携しながら
地域住民との協議、調整を進めました。施設
計画位置が確定していないため、調査測量の
着手までは至りませんでした。

②地区連絡会以外に委員との調整を5回行
い、さらに地域及び関係者への連絡・情報発
信に努めました。

①未着手

②1回



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

検証結果をもとに、
更なる改善活動に
取り組みます。

①②作成したルール案
試行を実施し、運用状況
を検証します。

①②作成したルール案試行を実施し、運用状
況を検証しました。課内データの整理を進め、
データの効率的な活用に取り組みました。

①完成

②実施

4 -
事業の進捗状
況の情報提供

熱回収施設等の工事進捗状況を広報紙にて情報
提供するとともに、事業者と協働しながらホーム
ページの更新を実施します。

①ごみ資源化施設建設NEWS

②ホームページの更新

①発行回数

②更新回数

①2回

②1回/月
○

①1回（8月）

②1回/月

①次回は2024年１月頃
発行予定。

②今後も継続して更新を
行っていきます。

①8月に、ごみ資源化施設建設NEWS34号
（町田市循環型施設整備基本計画の改定、
土壌汚染調査の結果）、
2月に、ごみ資源化施設建設NEWS35号（連
絡会の開催、大戸緑地の整備、工事状況の
お知らせ）を発行しました。

②予定どおり月に1回の頻度でホームページ
を更新できました。

①2回（8月、2
月）

②1回/月

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①②引き続きごみ
の資源化施設整備
事業の進捗状況に
ついて市民へ情報
提供を行ってまいり
ます。

5 -
課内データの
整理

紙資料の削減により電子データが増加しているた
め、課内共有ファイルサーバ内のフォルダ構成や
ファイル保存期間等のルールを策定して整理する
ことにより、電子データの効率的な活用を図ります。

①ルール案作成

②ルール案試行

①作成状況

②試行状況

①完成

②実施
○

①②課内の議論で課題を抽出し、
共通のルール案作成を進め、9月
に完成しました。
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